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2014年12月、南アジアの同国出身の2名（Bさん・Cさん）は、難民不認定処分に対する異議申立の棄却決定の告知翌
日にチャーター機によって送還された。2名はこれをを不当として提訴。一審の東京地裁は原告の訴えを棄却したのに
対し、2021年9月、東京高裁は国側の措置を「違憲」として国側に1名あたり30万円の慰謝料及び遅延損害金の支払い
を命じ、いかなる難民申請者についても裁判を受ける機会を実質的に奪ってはならないとした。その後、本判決は確

定。こうしたチャーター機による集団送還は2013年から実施されており、2018年までに、難民申請をしていた者を含む
計461名が送還されている。また同時期の同様の内容の訴訟について、2021年1月、名古屋高裁は違憲とはしなかっ
たが、裁判を行う機会が実質的に奪われたことを認め、入管職員の注意義務違反から「違法」として国に賠償を命じて

いる。

＜事実関係＞

● Bさん・Cさんは、不法残留により退去強制令書（退令）が発付されるが、難民不認定処分への異議を申立ててい
た。仮放免許可を受けており、同異議申立棄却決定から告知にいたる間にも入管へ出頭していた。

● 2014年12月17日、2名はそれぞれ難民不認定処分への異議申立棄却を告知され、再収容となり羽田空港へ護送
された。翌18日にチャーター機で送還された。同棄却決定は告知から40日から47日前に行われていた。

● 同棄却決定告知時の状況について、Bさんは提訴の意思を何度も入管職員に訴えたが、弁護士に架電する機会
は約30分の間に5度であった。Cさんは入管職員へ提訴の意思を訴えたが、「6ヶ月間裁判できますという意味で
あって、入管がその間送還しません、裁判を待ちますという意味ではありません」と告げられた。

● 同異議申立棄却決定前の2014年10月23日の時点で、2名は2014年度チャータ機送還（集団送還）の対象者とさ
れ、同年11月5日には同年12月18日から同月19日の間に送還することが計画されていた。

＜2021年9月 東京高等裁判所判決概要＞

❏ 憲法違反について

裁判を受ける権利（憲法32条）を侵害し、適正手続の保障（憲法31条）及びこれと結びついた憲法13条に反してお
り、入管職員の職務上の法的義務（国賠法1条1項）に違反したと判断した。

● 裁判を受ける権利にかかる判断：出入国管理及び難民認定法（入管法）は被退去強制者を速やかに送還

するよう定め、難民不認定処分への異議申立棄却決定後の出訴期間（告知から6ヶ月間）に送還を停止す
べき規定はない。一方、行政事件訴訟法は異議申立棄却後の提訴を認め、46条の「教示制度」は適切に
情報提供をし、司法審査を受ける機会を実効的に保障する趣旨から設けられており、実際に当局は12月
17日の告知時に教示書を2名に交付している。また、難民異議申立事務取扱要領は、異議申立棄却決定
など結果が定まったときは速やかにこれを通知するよう定めており、訴訟提起又は帰国などの判断を行う

時間の確保への配慮と解される。以上の法令等の規定や趣旨からすれば、実質的に司法審査を奪うよう

な結果は許されない。

● 手続の適正性にかかる判断：事務手続に一定の時間がかかるとしても、難民異議申立事務取扱要領は

裁決後の速やかな通知を定めている。2名の出頭時に告知できたことや、2014年度チャータ機送還（集団
送還）の対象者としていた事実から、当局が意図的に告知を送還直前まで遅らせたと評価せざるを得な

い。また、送還直前に異議申立棄却決定を一斉に告知することについて、逃亡の可能性は集団送還に関

わらず想定し得るものであり、代理人から申出があれば送還予定時期の概ね2ヶ月前に代理人へ通知す
る制度があることから、妨害や逃亡の阻止といった目的があるとしても合理性がない。

❏ 難民申請の濫用と裁判を受ける権利について

国側が2名の異議申立が濫用的なもので救済性に乏しいと主張したのに対し、難民該当性の問題と司法審査を
受ける機会の保障は別の問題であり、当該難民申請が濫用的なものであるか否かも含めて司法審査の対象とさ

れるべきことで、司法審査の機会を実質的に奪うことは許容されないとした。


